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（１）育児休業取得率の
公表の促進等
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くるみん・プラチナくるみん（共通）
♦女性の育児休業取得率 75％以上

労働時間数
フルタイム労働者の月平均時間外・休日労働 45時間未満
全労働者の月平均時間外労働 60時間未満

認定の概要

主な認定基準 認定実績（令和２年３月末時点）

認定企業への優遇措置

① 企業が次世代育成支援対策推進法（以下「次世代法」）に基づいた一般事業主行動計画の策定・届出
を行い、その行動計画に定めた目標を達成するなどの一定の要件を満たした場合、「子育てサポート企
業」として認定（くるみん認定）

② くるみん認定企業のうち、より高い水準の要件を満たした企業に対しては、より優良な「子育てサ
ポート企業」として認定（プラチナくるみん認定）

③ 認定基準を満たさなくなったり、次世代法に違反したりした等の場合に、認定取消しの対象となる。

商品や広告等へのマーク使用
公共調達の加点評価
日本政策金融公庫による低利融資
両立支援等助成金におけるインセン
ティブ

プラチナくるみん

くるみん認定企業 3,312社
うち,プラチナくるみん認定企業 367社

【目標：令和２年までにくるみん企業3,000社】
・第４次男女共同参画基本計画
（平成27年12月27日閣議決定）
・まち・ひと・しごと総合戦略2018改訂版KPI
（平成30年12月21日閣議決定）

【目標：令和７年までにくるみん企業４,３00社】
・少子化社会対策大綱（令和２年５月29日閣議決定）

くるみん認定・プラチナくるみん認定について

男性の育児休業等取得率

育児休業 7％以上
育児休業＋育児目的休暇

15％以上

男性の育児休業等取得率

育児休業 13％以上
育児休業＋育児目的休暇

30％以上

くるみん

○ 民間企業の男性の育児休業取得率は7.48％（令和元年度）。
○ 男性の育児休業取得率の政府目標が30％（令和７年度）（少子化大綱（令和２年５月閣議決定））。
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H17.4.1 H23.4.1

一般事業主行動計画の
策定・周知等

くるみん認定

プラチナくるみん認定

法律の期限

（施行日）

認定基準

※

H27.4.1

策定・届出（３０１人以上）
※３００人以下は努力義務

くるみん認定申請開始は平成１９年４月１日

１０年間の時限立法

策定・届出・公表・周知
（３０１人以上）

※３００人以下は努力義務

H21.4.1

①公表及び従業員への周知が追加
②男性育児休業取得者要件の緩和（中小企業の特例）

H21.4.1

H29.4.1

策定・届出・公表・周知（１０１人以上）
※１００人以下は努力義務

くるみんマーク変更

プラチナくるみん認定制度
創設

くるみん認定基準の
一部改正

【主な改正事項】
・男性の育休取得要件緩和

（中小企業の特例）
・女性の育休取得率75％
・具体的な成果に係る目標を

定めて実施していることと
して短時間正社員制度、在
宅勤務、テレワークを追加

期間を10年延長
（※平成２６年４月２３日施行）

くるみんマーク
変更

くるみん・プラチナくるみ
ん認定基準の一部改正

【主な改正事項】
・労働時間の基準を追加
・男性の育休基準を引き上げ
・男性の育児目的休暇を対象化
・プラチナくるみんの公表事項

を追加

次世代法（平成１５年制定）の改正経過
（一般事業主行動計画関係）
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くるみん認定基準のうち男性育休取得率に係る基準の改正経過

5

くるみん認定制度は平成17年４月の施行（申請の開始は平成19年４月）。認定基準のうち、男性の育児休業等取得率に関しては、
これまでに２度の常時雇用する労働者が300人以下の企業の特例（以下「中小企業特例」という。）の拡充、１度の基準の引き上
げが行われている。

平成17年４月施行：くるみん認定制度創設

・育児休業を取得した男性が１人以上いること。
※中小企業特例

・計画の開始前３年以内の期間に、育児休業を取得した男性が１人以上いること。

平成21年４月施行：中小企業特例の拡充①

・育児休業を取得した男性が１人以上いること。
※中小企業特例

・子の看護休暇を取得した男性がいる（１歳に満たない子のために利用した場合を除く）
・小学校就学前の子を育てる労働者に対する短時間勤務の制度の措置を利用した男性がいる
・計画の開始前３年以内の期間に、育児休業を取得した男性が１人以上いること。

平成27年４月施行：中小企業特例の拡充②

・育児休業を取得した男性が１人以上いること。
※中小企業特例

・子の看護休暇を取得した男性がいる（１歳に満たない子のために利用した場合を除く）
・中学校卒業前の子を育てる労働者に対する短時間勤務の制度の措置を利用した男性がいる
・計画の開始前３年以内の期間に、育児休業を取得した男性が１人以上いること。
・小学校就学前の子を育てる男性がいない場合において、中学校卒業までの子又は小学校就学前

の孫についての企業独自の育児目的休暇を取得した男性がいる

平成29年４月施行：基準の引き上げ、育児目的休暇を対象化

・男性の育児休業等の取得について、次の①又は②を満たすこと。
①男性の育児休業取得率が７％以上
②男性の育児休業及び育児目的休暇の取得率が15％以上かつ育児休業等をした者の数が１人以上

※中小企業特例
・子の看護休暇を取得した男性がいる（１歳に満たない子のために利用した場合を除く）
・中学校卒業前の子を育てる労働者に対する短時間勤務の制度の措置を利用した男性がいる
・計画の開始前３年以内の期間に、男性の育児休業取得率が７％以上
・小学校就学前の子を育てる男性がいない場合において、中学校卒業までの子又は小学校就学前

の孫についての企業独自の育児目的休暇を取得した男性がいる

・中小企業においては男性の育児休業
の対象となる男性がいない場合があ
るために、中小企業特例の拡充が提
案された。（第３回社会保障審議会
少子化対策特別部会（平成20年2
月））

・中小企業においては男性の育児休業
の対象となる男性がいない場合があ
るために、広く次世代育成に資する
という考えに基づき、更に中小企業
特例の拡充が提案された。 （第134
回労働政策審議会雇用均等分科会
（平成25年10月））

※赤字は改正事項

・男性の育児参加を考慮し、取得率を
認定基準とすること、育児目的休暇
も含めた取得率に関する認定基準を
新設することが提案された。（第
180回労働政策審議会雇用均等分科
会（平成29年２月））



くるみん・プラチナくるみん認定企業の男性育休取得率の現状
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くるみんの男性の育児休業取得率に係る認定基準 企業数

① 男性の育児休業取得率が７％以上 １２９

参
考

うち、労働者数が３００人以下の企業 ６２

男性の育児休業取得率１０％以上 １１０

うち、労働者数が３００人以下の企業 ６０

男性の育児休業取得率１３％以上 ９５

うち、労働者数が３００人以下の企業 ５２

男性の育児休業取得率１５％以上 ８６

うち、労働者数が３００人以下の企業 ４９

②
男性の育児休業取得及び企業独自の育児を目的とした休暇
取得率が１５％以上、かつ、育児休業等を取得した者の数が
１人以上

６２

参
考

うち、労働者数が３００人以下の企業 ５

男性の育児休業取得及び企業独自の育児を目的とした休暇
取得率が２５％以上、かつ、育児休業等を取得した者の数が
１人以上

５６

うち、労働者数が３００人以下の企業 ５

③
Ａ

子の看護休暇を取得した男性がいる（１歳に満たない子のた
めに利用した場合を除く）

４６

③
Ｂ

中学校卒業前の子を育てる労働者に対する所定労働時間の
短縮措置を利用した男性がいる

１

③
Ｃ

計画の開始前３年以内の期間に、男性の育児休業取得率が
７％以上である

６

③
Ｄ

小学校就学前の子を育てる男性がいない場合において、中
学校卒業までの子又は小学校就学前の孫についての企業
独自の育児目的休暇を取得した男性がいる

０

プラチナくるみんの男性の育児休業取得率に係る認定基準 企業数

① 男性の育児休業取得率が１３％以上 ２８

参
考

うち、労働者数が３００人以下の企業 ８

男性の育児休業取得率２０％以上 １９

うち、労働者数が３００人以下の企業 ８

男性の育児休業取得率２５％以上 １６

うち、労働者数が３００人以下の企業 ６

男性の育児休業取得率３０％以上 １３

うち、労働者数が３００人以下の企業 ５

②
男性の育児休業取得及び企業独自の育児を目的とした休暇
取得率が３０％以上、かつ、育児休業等を取得した者の数が
１人以上

２１

参
考

うち、労働者数が３００人以下の企業 １

男性の育児休業取得及び企業独自の育児を目的とした休暇
取得率が５０％以上、かつ、育児休業等を取得した者の数が
１人以上

１９

うち、労働者数が３００人以下の企業 １

③
Ａ

同左
３

③
Ｂ

同左
０

③
Ｃ

計画の開始前３年以内の期間に、男性の育児休業取得率が
１３％以上である

０

③
Ｄ

同左
０

平成31年４月～令和元年９月に現行の基準により、くるみんに認定された237企業（労働者数300人以下は116企業）及びプラチナくるみんに
認定された51企業（労働者数300人以下は11企業）の認定時のデータを集計。男性の育児休業取得率の項目については、①又は②の認定
基準を満たすことが必要。ただし、労働者数が300人以下の企業は、③のＡ～Ｄのいずれかに該当することでも足りる。

※一部の企業が、基準を満たす複数の項目を記入して申請をしているため、①、②及び③の企業数の合計と認定企業数は一致しない。



育休取得率の公表に関する現状
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現在の勤務先（会社）を選ぶ際に、「①自分で調べたり、目にしたもの」と「②わかったら良かったもの」との差異をとる
と、「男女別の育児休業取得率」は、男性では４番目に、女性では５番目に差が大きい。
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①現在の勤務先（会社）を選ぶ際に、自分で調べたり、目にしたもの（複数回答）
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②現在の勤務先（会社）を選ぶ際に、わかったら良かったもの（複数回答）

（出典）独立行政法人 労働政策研究・研修機構（2020年）「女性活躍と両立支援に関する調査」を基に厚生労働省作成
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４
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取
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取
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績
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女
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績

13

男
女
別
の
再
雇
用
ま

た
は
中
途
採
用
の
実
績

13

男
女
別
の
再
雇
用
ま

た
は
中
途
採
用
の
実
績

14

そ
の
他

14

そ
の
他

15

い
ず
れ
も
な
い

15

い
ず
れ
も
な
い

無
回
答

無
回
答

【男性の差異の
大きい順】
① 年次有給休
暇の取得率
② 採用区分ご
との一月当たり
の労働者の平
均残業時間
③ 全労働者の
一月当たりの
平均残業時間

④ 男女別の育
児休業取得率
⑤ 男女の平均
勤務年数､採用
10年前後の継
続雇用割合

【女性の差異の
大きい順】
① 年次有給休
暇の取得率
② 採用区分ご
との一月当たり
の労働者の平
均残業時間
③ 男女の平均
勤務年数､採用
10年前後の継
続雇用割合
④ 全労働者の
一月当たりの
平均残業時間

⑤ 男女別の育
児休業取得率



（２）有期契約労働者の
育児・休業取得促進
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平成17年４月１日施行時点
（平成16年改正）

平成29年１月１日施行時点
（平成28年改正）

①当該事業主に引き続き雇用され
た期間が１年以上であること

①当該事業主に引き続き雇用され
た期間が１年以上であること

②その養育する子が１歳に達する
日を超えて引き続き雇用されるこ
とが見込まれること

②廃止

③その養育する子が１歳に達する
日から１年を経過する日までの間
に、その労働契約の期間が満了
し、かつ、当該労働契約の更新が
ないことが明らかでないこと

③その養育する子が１歳６ヶ月に
達する日までに、その労働契約
（労働契約が更新される場合に
あっては、更新後のもの）が満了
することが明らかでないこと

育児休業の対象となる有期雇用労働者の変遷

9

法制定時
（平成４年４月１日施行）

「期間を定めて
雇用される者」は
育児休業の対象外

概要

法制定時は、有期雇用は育児休業の対象となっていなかったが、平成16年改正によりその一部が対象と
なり、平成28年改正により要件の見直しがされている。



育児休業の対象となる労働者の範囲

要件

育児休業申出前 育児休業申出後 所定労働日数

契
約
類
型

無期雇用

無

※ 労使協定の締結に
より、１週間の所定
労働日数が２日以下
の労働者については、
対象外とすることが
可能。

有期雇用
当該事業主に引き続き雇用
された期間が１年以上であ
ること。

その養育する子が１歳６ヶ
月に達する日までに、その
労働契約（労働契約が更新
される場合にあっては、更
新後のもの）が満了するこ
とが明らかでないこと。

概要

育児休業の対象となる労働者の範囲については、無期雇用と有期雇用とでは、以下のとおり、要件が異
なっている。

10

※ 労使協定の締結により、当該
事業主に引き続き雇用された期
間が１年に満たない労働者につ
いては、対象外とすることが可
能。

※ 労使協定の締結により、育児休
業申出があった日から起算して１
年（１歳以降の休業は６月）以内
に雇用関係が終了することが明ら
かな労働者については、対象外と
することが可能。

無 無



○ 第１子出産前後に就業を継続している割合は、全体では53.1％だが。パート等では25.2％。
○ パート等の就業継続率も上昇しており、特に、育児休業を取得して就業継続したものの割合は

4.7％から10.6％に大幅に上昇。

○ 第１子出産前後の妻の就業変化

図表出所：内閣府「仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）レポート2016」

※ 国立社会保障・人口問題研究所「第１５回出生動向基本調査（夫婦調査）」（平成27年）より作成。
※ 第１子が１歳以上15 歳未満の子を持つ初婚どうし夫婦について集計。
※ 就業継続率は出産前有職者を100として、出産後の継続就業者の割合を算出。

○ 出産前有職女性の就業継続率（就業形態別）

※国立社会保障・人口問題研究所「第１５回出生
動向基本調査（夫婦調査）」（平成27年）より作成。

※第１子が１歳以上15 歳未満の子を持つ初婚どうし夫
婦について集計。

11

第１子出産前後の妻の就業継続状況



※就業形態は末子妊娠判明時のもの。
※末子の育児を目的とした休暇・休業の取得の有無について、「休暇・休業を取得した」
「休暇・休業の取得を申請したことがあるが、休暇・休業を取得できなかった」「休暇・
休業の取得を希望していたが、休暇・休業を申請しなかった」と回答した者（87.2％）を
母数とする。

（出典）厚生労働省委託事業「平成30年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）

女性・非正社員が利用した育児休業制度の利用状況および利用希望

「女性・非正社員」について、育児のためになんらかの休暇・休業を取得したまたは取得を希
望していた者のうち、育児休業制度を利用した割合は76.8％となっている。一方、育児休業制度
の利用を希望していたが、利用しなかった割合は14.0％となっている。

① ②

制度を利用した

制度を利用しなかったが､利用したかった

制度を利用しておらず､利用したいとも思わなかった

制度を利用したかった

制度を利用したいと思わなかった

わからない

会社に制度があった

会社に制度がなかった

・・・・・・①

・・・・・・②

利用を希望していたが
利用しなかった割合
①＋②＝14.0％

育児休業の取得状況と取得希望（女性・非正社員）

12



（出典）厚生労働省委託事業「平成30年度仕事と育児等の両立に関する実態把握のための調査研究事業報告書」（三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社）

有期契約労働者の取得要件（育児休業）

100人以下の企業及び101人以上の企業ともに、現行法どおり、「引き続き１年以上雇用さ
れていること」を取得要件として設定しているとの回答割合が最も高い。一方で、無期契約労
働者（正社員等）と同様の取得要件として設定している企業も１～３割程度はある。

育児休業制度：有期契約労働者の取得要件（複数回答） ※左が100人以下、右が101人以上の企業

13



その他
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・各都道府県労働局に届出

・計画の公表・従業員へ周知
（平成21年４月から義務付け）

・目標達成に向けて計画実施

届出・実施

・次期行動計画の策定・
実施

・認定の申請

計画終了・
目標達成

・一定の基準を満たす
企業を認定

・企業は商品等に認
定マークを使用可

厚生労働大臣
による認定

行動計画の策定

・101人以上企業 →義務
・100人以下企業

→努力義務
（平成23年４月から義務の
対象を拡大(従前は301人
以上企業））

行 動 計 画（一般事業主行動計画）
【行動計画とは】
企業が、次世代法に基づき、従業員の仕事と子育ての両立を図る
ために策定する計画
【計画に定める事項】
①計画期間（各企業の実情を踏まえおおむね２～５年間の範囲）
②達成しようとする目標
③目標達成のための対策およびその実施時期
【計画の内容に関する事項】
１ 雇用環境の整備に関する事項
（１）主に育児をしている従業員を対象とする取組
（２）育児をしていない従業員も含めて対象とする取組
２ その他の次世代育成支援対策
対象を自社の従業員に限定しない、雇用環境整備以外の取組

=計画例=
（例１） 計画期間内に育児休業の取得状況を次の水準にする。

男性：年に○人以上取得、女性：取得率○％以上
＜対策＞
令和○年○月 管理職を対象とした研修の実施
令和○年○月 育児休業中の社員で希望する者を対象とする職

場復帰のための講習会を年に○回実施
（例２） ノー残業デーを月に１日設定する。

＜対策＞
令和○年○月 部署ごとに検討グループを設置
令和○年○月 社内報などでキャンペーンを行う

○ 届出状況（令和２年３月末時点）

・１０１人以上企業の 98.7%
・３０１人以上企業の 98.9%
・１０１～３００人企業の 98.6%
規模計届出企業数 91,151社

○ 認定状況（令和２年３月末時点）
・ くるみん認定企業 3,312社
・うち、プラチナくるみん認定企業

367社

（平成27年４月１日から、新たな認定（特
例認定）制度（プラチナくるみん認定制
度）を実施）

認定基準

・行動計画の期間が、２年以上５年以下であること。

・策定した行動計画を実施し、それに定めた目標を達
成したこと。

・３歳から小学校に入学するまでの子を持つ労働者を
対象とする「育児休業の制度または勤務時間短縮等
の措置に準ずる措置」を講じていること。

・計画期間内に、男性の育児休業等取得率が７％（プラチナ
くるみんは13％以上）以上又は計画期間内に、男性労働者
のうち、配偶者が出産した男性労働者に対する育児休業等
を取得した者及び育児休業等に類似した企業独自の休暇制
度を利用した者の割合が15％以上（プラチナくるみんは
30％）であり、かつ、育児休業等をした者の数が１人以上い
ること。

・女性の育児休業等取得率が75％以上であること。
・フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間
の平均が各月４５時間未満であること。

・月平均の法定時間外労働６０時間以上の労働者がいない
こと。

など

※認定企業に対する税制優遇制度は、平成30年３月31日をもって廃止

次世代育成支援対策推進法に基づく企業の行動計画策定・実施
（令和７年３月末までの時限立法（※平成１７年４月から平成２７年３月までの１０年間の時限立法を、１０年間延長））
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7,453
12,929 12,441 12,347 13,231 12,088 13,812

14,399
14,072

14,301
13,669 14,974 15,726 16,022 16,293 16,579

811

2,006 6,484
2,183 2,858 3,358

26,508
30,975 31,061

31,177

28,788 30,700 30,560 30,979 31,368 31,444

10,463
16,618 20,918

23,882
23,963

22,044

19,962

16,358
18,108

24,087
31,015

37,560
43,128

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

３０１人以上企業

70,373

78,016

85,221

91,151

３００人以下企業

１００人以下企業

１０１人以上
３００人以下企業

101人～300人以下規模企業の届出率は98.4％
301人以上規模企業の届出率は98.5％
101人以上規模企業の届出率は98.4％
（令和元年９月末時点）

※ 平成23年4月1日 101人以上300人以下企業 の一般事業主行動計画の策定・届出の義務化

（資料出所）厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課調べ

8,264

14,935 18,925
24,993

32,707
36,364

64,202

69,337 67,177
65,440

（社）

58,815

63,782

一般事業主行動計画の届出数の推移

16



272
498

645
790 919 1,020 1,144

1,287
1,430

1,613 1,712 1,826 1,890 2,001

11
21

47 54

92
116

164

297

427

529

636
706

752
801

878

18

38
60

91
147

190

247

289

331

360
394

433

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

100人以下規模企業

101人以上300人以下規模企業

11

2,938

301人以上規模企業

300人以下規模企業

128
293

545

717

920

1,904

1,275

1,588

1,095

2,749

2,206

3,312
（うち特例認定企業367）

（資料出所）厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課調べ

目標：令和２年（2020年）までに3,000社
・第４次男女共同参画基本計画（平成27年12月27日閣議決定）
・まち・ひと・しごと総合戦略2018改訂版KPI（平成30年12月21日閣議決定）
目標：令和７年（2025年）までにくるみん企業4,300社
・少子化社会対策大綱（令和２年５月29日閣議決定）

2,538

3,085

認定企業数の推移
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くるみん認定 プラチナくるみん認定

１．雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業
主行動計画を策定したこと。

２．行動計画の計画期間が、２年以上５年以下であること。

３．行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと。

４．平成２１年４月1日以降に策定・変更した行動計画を公表し、労働者
への周知を適切に行っていること。

５．男性の育児休業等取得について、次の①又は②を満たすこと。
① 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働
者に対する育児休業等を取得した者の割合が７％以上であること。

② 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働
者に対する育児休業等を取得した者及び
育児休業等に類似した企業独自の休暇制度を利用した者の割合が
15％以上であり、かつ、育児休業等をした者の数が１人以上いること。

＜労働者数300人以下の企業の特例＞
計画期間内に男性の育児休業等取得者又は育児休業等に類似した企業

独自の休暇制度の利用者がいなかった場合でも、①～④のいずれかに該
当すれば基準を満たす。
① 計画期間内に、子の看護休暇を取得した男性労働者がいること
（１歳に満たない子のために利用した場合を除く）。

② 計画期間内に、子を育てる労働者に対する所定労働時間の短縮措
置を利用した男性労働者がいること。

③ 計画の開始前３年以内の期間に、育児休業等を取得した男性労働
者の割合が７％以上であること。

④ 計画期間内に、小学校就学前の子を育てる男性労働者がいない場合
において、中学校卒業までの子又は小学校就学前の孫についての子育
てを目的とした企業独自の休暇制度を利用した男性労働者がいること。

１～４ くるみん認定基準１～４と同一。

５．男性の育児休業等取得について、次の①又は②を満たすこと。
① 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働
者に対する育児休業等を取得した者の割合が１３％以上。

② 計画期間において、男性労働者のうち、配偶者が出産した男性労働
者に対する育児休業等を取得した者及び育児休業等に類似した企業独
自の休暇制度を利用した者の割合が３０％以上、かつ、育児休業等を
取得した者が１人以上いること。

＜従業員300人以下の企業の特例＞
計画期間内に男性の育児休業等取得者又は育児休業等に類似した企

業独自の休暇制度の利用者がいない場合でも、改正くるみん認定の５.
の①、②、④もしくは「計画の開始前３年間に、育児休業等を取得した
男性労働者の割合が１３％以上」のいずれかに該当すれば基準を満た
す。

認定基準一覧
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くるみん認定 プラチナくるみん認定
６． 計画期間において、女性労働者の育児休業等取得率が、75％以上で
あること。

＜従業員300人以下の企業の特例＞
上記６.を満たさない場合でも、計画期間とその開始前の一定期間

（最長３年間）を合わせて計算したときに、女性の育児休業等取得率が
７５％以上であれば基準を満たす。

７．３歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、「育児休業に関
する制度、所定外労働の制限に関する制度、 所定労働時間の短縮措置
又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じている。

８．労働時間数について、次の①及び②を満たすこと。
① フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各
月45時間未満であること。

② 月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと。

９．次の①～③のいずれかを具体的な成果に係る目標を定めて実施してい
ること。
① 所定外労働の削減のための措置
② 年次有給休暇の取得の促進のための措置
③ 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他の働き方の見直し
に資する多様な労働条件の整備のための措置
※必ずしも一般事業主行動計画に目標を定める必要はありません

１０．法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がな
いこと
※「その他関係法令に違反する重大な事実」とは、以下の法令違反等を
指します。

・労働基準法、労働安全衛生法等に違反して送検公表
・男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パートタイム労働法で勧告
・労働保険料未納
・長時間労働等に関する重大な労働法令に違反し、是正意思なし
・労働基準関係法令の同一条項に複数回違反
・違法な長時間労働を繰り返し行う企業の経営トップに対する都道府県
労働局長による是正指導の実施に基づき企業名公表 等

６・７・８ くるみん認定基準６・７・８と同一。

９．くるみん認定基準の９.の①～③すべてに取り組み、①又は②につい
て数値目標を定めて実施し、達成すること。

１０．計画期間において、
① 子を出産した女性労働者のうち、子の１歳誕生日に在職（育休中
を含む）している者の割合が９０％以上

② 子を出産した女性労働者及び子を出産する予定であったが退職し
た女性労働者のうち、子の１歳誕生日に在職（育休中を含む）して
いる者の割合が５５％以上のいずれかを満たすこと。

＜従業員300人以下の企業の特例＞
上記１０の①又は②に該当しない場合でも、計画期間とその開始前の

一定期間（最長３年間）を併せて計算し①又は②を満たせば、基準を満
たす。

１１．育児休業等を取得し又は子育てをする女性労働者が就業を継続し、
活躍できるよう、能力向上やキャリア形成のための支援などの取組の計
画を策定し、これを実施していること。

１２. くるみん認定基準１０と同一。

認定基準一覧
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〇 特例認定企業（プラチナくるみん認定企業）は、「次世代育成支援対策の実施状況」について、毎年
少なくとも１回、公表を行う必要があります。

■公表事項

男性労働者の育児休業等の取得に関する状況として以下の２つの割合
①公表前事業年度において配偶者が出産した男性労働者数に対する、育児休
業等をした男性労働者数及びその割合
②公表前事業年度において配偶者が出産した男性労働者数に対する、育児休
業等をした男性労働者数及び育児目的休暇制度を利用した男性労働者数の
合計数の割合と育児目的休暇制度の具体的内容

公表事項１

公表前事業年度において出産した女性労働者数に対する
育児休業等をした女性労働者数の割合

公表事項２

３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を育てる労働者のために

実施している短時間勤務制度等の措置 の内容

公表事項３

(※)短時間勤務制度等とは以下の措置を指す
①育児休業に関する制度に準ずる措置 ②所定外労働の制限
③短時間勤務制度 ④フレックスタイム制度
⑤事業所内保育施設の設置運営 ⑥育児に要する経費の援助措置等
⑦始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度

（※）

特例認定基準に適合するものとして講ずる以下の措置の内容

公表事項６

①所定外労働削減のための措置
②年次有給休暇の取得の促進のための措置
③短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに
資する多様な労働条件の整備のための措置

公表事項７

女性の就業継続に関する状況として以下の①又は②の割合
①公表前々事業年度において出産した女性労働者数に対する、
公表前事業年度に在職している又は在職していた女性労働者数の割合
②公表前々事業年度において出産した女性労働者数及び公表前々事業年
度において出産する予定であった女性労働者のうち退職した女性労働
者数の合計数に対する、公表前事業年度に在職している又は在職して
いた女性労働者数の割合

公表事項８

育児休業等をし、または育児を行う女性従業員が就業を継続し、
活躍できるような能力の向上又はキャリア形成の支援のための
取組にかかる計画の内容及び実施状況

公表前事業年度におけるフルタイムの労働者等１人あたりの各月ごと
の法定時間外労働および法定休日労働の合計時間数

公表事項４

公表前事業年度における平均した１か月あたりの法定時間外労働
時間が６０時間以上である労働者の数

公表事項５

■公表方法

特例認定決定後、おおむね3か月以内に、厚生労働省が運営する「女性の活躍・両立支援総合サイ
ト 両立支援のひろば」で公表

次世代育成支援対策の実施状況の公表

20


